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居宅介護支援事業所における指定介護予防支援の指定について  

１  制度概要  

介護予防支援とは、要支援の方が介護予防サービス等を適切に利用

できるよう、心身の状況、置かれている環境、利用者の希望等を勘定

し、介護予防サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等と

の連絡調整を行うことをいいます。  

事業者は、市町村の長による事業所指定を受けることで、当該事業

所を利用する被保険者に対する保険給付を受けることができます。  

 

２  指定申請に関する運営協議会の役割  

介護予防支援の指定に際しては、介護保険法第１１５条の２２第４

項の規定により、あらかじめ介護保険の被保険者その他の関係者の意

見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとされてい

ます。  

そこで、介護予防支援の適正な運営を確保するため設置される運営

協議会（委員会）において意見を求め、質の確保や運営評価等の必要

事項を協議することにより、必要な措置を講じることとしています。  

  令和６年第１回運営協議会において指定居宅介護支援事業者が介護

予防支援の指定を受けることについては、市の指定後に運営協議会に

て報告することとなりました。  

 

３  背景  

  今回３件の居宅介護支援事業者より、介護予防支援の指定申請があ

りました。  

  申請内容の審査の結果、指定基準その他の法定の欠格事由に該当し

ないことを確認したため、以下の通り指定するものです。  
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４  申請内容  

①  さくらケアマネジメント流山  

事
業
所 

 

名称  さくらケアマネジメント流山  

所在地  千葉県流山市南流山６－５－２－１０３  

居宅介護支援  

事業開始年月日  

令和３年１０月１日  

介護予防支援  

指定年月日  

令和６年６月１日  

指定を受けるサービス  介護予防支援  

申

請

者 

名称  株式会社桜志会  

事務所所在地  千葉県柏市高田８３３－７  

代表者職氏名  代表取締役  吉本  仁  

人
員 

管理者  １名（常勤１名）  

介護支援専門員  ５名（常勤４名）※管理者除く  

主

な

掲

示

事

項 

営業日 月曜日～日曜日（12/30～1/3 を除く） 

営業時間 ８：３０～１７：３０ 

利用料  法定代理受領分（１割から３割負担分）  

通常事業実施地域  流山市  
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②  ふたば居宅介護支援事業所  

事
業
所 

 

名称  ふたば居宅介護支援事業所  

所在地  千葉県流山市中野久木５３０－１  

居宅介護支援  

事業開始年月日  

平成３０年１０月１日  

介護予防支援  

指定年月日  

令和６年７月１日  

指定を受けるサービス  介護予防支援  

申

請

者 

名称  医療法人社団奎愛會  

事務所所在地  千葉県流山市中野久木５３０－１  

代表者職氏名  理事長  小野  伸夫  

人
員 

管理者  １名（常勤１名）  

介護支援専門員  １名（常勤１名）※管理者除く  

主
な
掲
示
事
項 

営業日 

月曜日～金曜日 

（12/30～1/4、8/13～8/15 を含む前後１週間を除

く） 

営業時間 ８：３０～１７：３０ 

利用料  法定代理受領分（１割から３割負担分）  

通常事業実施地域  流山市  
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③  居宅介護支援センター時の花  

事
業
所 

 

名称  居宅介護支援センター時の花  

所在地  千葉県流山市流山９－５００－３１  

居宅介護支援  

事業開始年月日  

令和６年９月１日  

介護予防支援  

指定年月日  

令和６年９月１日  

指定を受けるサービス  介護予防支援  

申

請

者 

名称  社会福祉法人あかぎ万葉  

事務所所在地  千葉県流山市東深井５２０－１  

代表者職氏名  理事長  中  登  

人
員 

管理者  １名（常勤１名）  

介護支援専門員  ２名（常勤１名）※管理者除く  

主

な

掲

示

事

項 

営業日 月曜日～金曜日 

営業時間 ８：３０～１７：３０ 

利用料  法定代理受領分（１割から３割負担分）  

通常事業実施地域  流山市  

 


